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２ 監査結果（指摘）に基づき講じた措置 

 

【知事部局】 

   

第４．県立高等学校及び特別支援学校の物品管理に関する事項 

監査結果

報告書掲

載ページ 

結果の内容 左記に基づき講じた措置 

P.192 【現物実査の方法 ③現物実査担当者の不適

切性】 

 現物実査は、実効性を確保するために現物

実査担当者は読上者と記録者の2名1組で行う

とともに、実査も1回だけではなく、読上者

と記録者を交代し、2回実施することが一般

的である。 

 ところが、岐阜県作成「物品の現物実査実

施要領」では、実査担当者の人数や方法まで

の記載はない。さらに、本校※の現物実査

は、実査担当者1名で行われており、相互牽

制がないことから実物検査漏れ、カウント誤

り等が発生するリスクが存在する。 

 現物実査の実効性を担保するためには、実

施人数や方法等の詳細についてマニュアルで

詳述し、現物実査を実施するべきである。 

（※本校：岐阜高等学校） 

【出納管理課】 

現行の現物実査実施要領では、実査担当者

には、当該物品の調達担当者及び供用主任者

とは異なる職員を指定することとしており、

実際の運用では、すでに一定の牽
けん

制効果を働

かせています。 

 また、出納管理課及び各振興局出納課によ

る会計事務実地検査の際には、検査対象機関

における物品の実在性や登録状況を確認し、

実務的な指導を行っているところです。 

なお、県の各機関において管理する物品の

内容及び数量、職員による管理体制は様々で

あるため、実査の実施人数や詳細な実施方法

は、総括責任者（所属長）が必要に応じ機関

の実態に即した取扱いを個別に定めることを

予定しており、現段階では、全機関一律のも

のとして要領に詳細に記載することは想定し

ていません。 

 その上で、機関によっては必要に応じ複数

人による実査を行うことも一つの有効な方法



となり得ることを、平成25年4月から6月にか

けて開催した会計事務研修会において会計事

務職員等に対して周知しました。 

P.200 【物品帳簿の整備 ⑦物品の区分整理】 

 平成24年4月1日以後、岐阜県会計規則の一

部改正を行い、消耗品として区分する場合に

おける売買契約に係る予定価格の基準を3万

円から5万円に引き上げた。これを受け、売

買契約の予定価格が5万円以下の既存登録備

品を消耗品に分類換えする必要がある。 

 既存登録備品を消耗品に分類換えするにあ

たっては、取得原価が5万円以下ではなく、

予定価格が5万円以下であることが確認でき

る備品に限定している。この予定価格は支出

金調書を見れば確認できるものの、一覧性は

ないため、1件1件確認するには非常に手間と

時間がかかる作業になる。この作業負担があ

るため、本来管理上、消耗品へと分類換えす

る必要があるにも関わらず、進んでいないの

が現状である。そのため、現場の管理におい

ては、同じ物品であっても平成24年4月以後

の購入であれば消耗品として消耗品出納簿に

て管理するものと、それ以前の購入であれば

備品として物品一覧表にて管理するものとが

混在しており、現物を見てもすぐにはどちら

に属するか判断できず、アンバランスな状況

である。 

 消耗品への分類換えの基準価格を予定価格

ではなく、実際の取得価格とする等の見直し

を行い、現場でのより有用な管理が望まれ

る。 

【出納管理課】 

平成25年4月1日付けで、岐阜県会計規則取

扱要領第83条関係を改正し、物品を消耗品に

分類換えする場合において、当該物品の取得

の際の予定価格が不明なときは、当該物品に

係る物品一覧表記載の取得価格をもって処理

をすることができることとしました。 

 また、改正内容及びその趣旨について、平

成25年度4月から6月にかけて開催した会計事

務研修会において会計事務担当職員等へ周知

しました。 

 今後も、会計事務実地検査等の機会を捉え

て各機関の取組状況を確認するなど、物品管

理事務の適正な運用に努めます。  

P.203 【貸付け及び不用決定の手続き ②物品の不

用決定手続による廃棄】  

供用の必要がない物品で、管理換えによっ

ても有効な活用を図ることができないもの、

または、供用することができない物品につい

ては、不用の決定を行う（規則第99条第1

項）。そして、不用の決定がされた物品は、

売り払うことが不利または不適当であると認

【出納管理課】 

平成25年4月1日付けで、岐阜県会計規則取

扱要領第99条関係を改正し、耐用年数の経過

により明らかに不用決定の基準に該当する物

品（取得価格が百万円未満のものに限る。）

については、その現在価値に係る第三者から

の見積書を徴取しない場合であっても、当該

物品の耐用年数が分かる書類を添付すること



められるもの及び売り払うことができないも

のは、解体または廃棄されることとなる（同

条第2項）。 

不用の決定に際しては、第三者による当該

物品の現在評価額を示した書類等を入手した

うえで、価値がないことが確認された後に、

物品処分等調書等が作成され、解体または廃

棄されることとなる。 

本校※では、利用していないレーザープリ

ンタについて、供用物品としての価値が無い

ことについて評価額を示した書類を無償で取

引業者より入手し、物品処分等調書を作成し

たうえで、不用決定を受けていた。 

一方、レーザープリンタ以外にも不要とな

ったノートパソコン等の備品が存在していた

が、評価額を示した書類を無償で取引業者よ

り入手することが困難であったため、不用の

決定が行われず、倉庫に保管されたままとな

っている。 

不用決定手続を行うためには、第三者によ

る当該物品の現在評価額を示した書類等を入

手する必要があるが、当該書類を入手するに

際し、有償となる場合には、予算制約上入手

が困難で、不用の決定が行えない。 

供用価値が明らかに失われている物品につ

いては、廃棄理由を明確にしたうえで、学校

長の判断のもと、機動的な不用決定手続が行

えるような規定を設けるなどして、廃棄手続

きの実効性を高める必要がある。 

（※本校：東濃フロンティア高等学校） 

により不用決定手続が行えるものとしまし

た。 

また、改正内容及びその趣旨について、平

成25年度4月から6月にかけて開催した各種会

計事務研修会において職員へ周知しました。 

今後も、会計事務実地検査等の機会を捉え

て各機関の取組状況を確認するなど、物品管

理事務の適正な運用に努めます。  

 

 

【教育委員会】 

  

  第１．岐阜県教育委員会及び教育事務所に関する事項 

監査結果

報告書掲

載ページ 

結果の内容 左記に基づき講じた措置 

P.115 【校舎として利用しなくなった学校施設の管

理状況 ①校舎管理簿等の作成】 

 旧岐阜藍川高等学校及び旧恵那北高等学校

【岐阜城北高等学校】 

藍川校舎巡回チェック表を作成し、職員が

毎週、定期的に巡回を行っており、巡回を行



ともに、定期的に職員が巡回を行っている

が、旧岐阜藍川高等学校ではその報告書の作

成がされていなかった。学校資産の状態を把

握するためにも、巡回を行った際には、校舎

管理簿等を作成し、巡回の記録を残すべきで

ある。 

った際には、その都度、学校長に報告し、記

録として保管しています。 

P.117 【岐阜県教育委員会 ①会議記録の作成】 

 岐阜県教育委員会と各教育事務所並びに市

町村教育委員会との間で県の方針・施策の伝

達、情報交換・意見交流のための会議が開催

されているが、「所長会」の一部を除き会議

記録の作成がなされていない。伝達内容や情

報交換・意見交流内容の確認のために、必要

に応じて会議記録・議事概要の作成をするこ

とが必要である。 

【教育総務課】 

平成25年2月より、教育事務所長会、教育

長研修会については、議事概要を作成してい

ます。 

 また、教育長会、課長会等については、平

成25年4月に担当課及び各教育事務所に会議

録及び議事概要の作成について周知しまし

た。 

P.121 【教育研修課主催研修 ①各教育研修団体間

の連携】 

 岐阜県では県教育委員会主催の研修のほ

か、市町村教育研究所主催の研修、各教育事

務所主催の研修及び各教育団体主催の研修が

常時開催されている。 

 岐阜県総合教育センターと各市町村教育研

究所の両者間では、「岐阜県教育研究所連絡

調整会議」が開催されており、その連携の在

り方について協議がなされており、各市町村

研究所の意見の中には、重複する研修内容の

整理を望む声や、県総合教育研修センターで

開催される研修を早めに知りたい旨の意見が

確認され、従来、連携がうまく取れていなか

ったことが伺える。 

 また、県教育委員会では各市町村教育研究

所を含む他団体との関係において、すべての

研修内容や受講者等についての情報を得てお

らず、各種団体との連携が不十分であると言

わざるを得ない。このような状況下において

は、研修内容が重複していたり、他の団体の

研修内容を見てから講座開設を決めていたり

するなど、岐阜県全体として非効率になって

いる可能性も捨てきれない。 

【教育研修課】 

平成24年度に、各市町村教育研究所主催の

研修講座についての実態調査を行い、平成24

年度まで191あった専門研修講座を再構築し

て平成25年度は107講座としました。 

 また、市町村教育委員会との行政面での連

携を図るため、市町村教育委員会・教育研究

所から要請があれば、岐阜県総合教育センタ

ーの指導主事を出前講座として派遣する体制

を整えるなど、岐阜県全体としての効率的な

研修の実施に努めています。 



 今後各種団体との連携を深め、効率的な研

修の実施に努められたい。 

 

第２．県立高等学校及び特別支援学校の収入事務等に関する事項 

監査結果

報告書掲

載ページ 

結果の内容 左記に基づき講じた措置 

P.149 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ①運営委員会の設置】 

 岐阜農林高等学校においては、学校徴収金

全体の適正化を図る目的で、運営委員会に代

替する会議体として「補助教材等選定審査

会」を設けており、学校徴収金については当

該審査会にて協議・承認を行っている。 

 しかしながら、当該審査会の構成員は、校

長・教頭・事務部長・教務主任・各部長・各

学科主任・各教科主任・教務補助教材係から

成っており、「岐阜農林高等学校学校徴収金

事務取扱要領」第5条に反して保護者等の学

校外部の者は入っていない。 

 学校徴収金は私費であるものの、学校運営

に欠かすことのできない重要な資金であり、

独立した立場の第三者であるところの学校外

部の者が構成員に加わるよう規定されている

趣旨は、学校徴収金について不正のないガラ

ス張りの運用がなされることを担保するため

であると考えられる。したがって、現在存在

する「補助教材等選定審査会」による協議・

承認だけでは、学校徴収金全体の適正かつ透

明性のある運用を行う上で十分とは言いがた

い。 

 学校長は、保護者等も交えた運営委員会を

設置し、毎期の事業計画（案）や予算

（案）、及び決算（案）について当該運営委

員会に諮り、適切な承認を得る必要がある。 

【岐阜農林高等学校】 

保護者（育友会執行委員会委員）を加えた

運営委員会を設置しました。当該運営委員会

を平成25年3月28日に開催し、各学年会計、

旅行等積立金会計、農業クラブ会計及び生徒

会会計について、平成24年度決算状況及び平

成25年度予算について説明し、承認を得まし

た。 

 今後も、運営委員会の進め方などについて

見直しを行いながら、継続的に実施し、学校

徴収金の透明性の確保に努めます。 

P.150 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ②学校徴収金事務取扱要領の柔軟

性】 

 「岐阜県立大垣特別支援学校学校徴収金事

務取扱要領」第14条において「校長は、監査

【大垣特別支援学校】 

平成25年1月4日付けで「岐阜県立大垣特別

支援学校学校徴収金事務取扱要領」第14条を

改正し、校長は決算(案）について、運営委

員会の仮承認の後、保護者に報告することと



終了後すみやかに決算（案）を運営委員会に

諮り、承認を得た後、保護者に報告しなけれ

ばならない。」と規定されている。 

 しかしながら、卒業年次の学年会計の決算

報告（4月1日から3月31日までの決算報告）

については、児童・生徒在学中（3月中）に

保護者に対して行わなければならないため、

運営委員会承認前に「仮決算」の状態で行っ

ている。  

 保護者への報告が、仮決算の状態にて報告

となってしまうことは、3月終了時点でなけ

れば決算が確定しないことから致し方ないも

のと考えるが、現状では上記学校徴収金事務

取扱要領に定められた規程を遵守していない

状態となっている。 

 決算は「承認」の後「報告」という流れが

原則であるが、規程の作成は柔軟であってし

かるべきであるため、規程上、なお書きを付

すなどして「承認」と「報告」が前後してし

まうという例外の存在を認める、もしくは報

告の前に「仮承認」を実施し、報告後に正式

な承認をする旨の記載に変更する必要があ

る。 

しました。また、決算期終了後に決算につい

て運営委員会の承認を得ることとしました。 

 なお、平成24年度の決算については、改正

後の規定に従い行いました。 

P.151 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ③退学者への還付金】 

 岐阜工業高等学校における「1年生定時制

学年会計」について、年度途中の退学者1名

につき、還付額の計算を担当者が誤ったため

に、20,000円過大に還付していた事例が監査

で発見された。原因は担当者の勘違い及び決

裁段階でのチェック不足であった。 

 その後、学校長は、速やかに当該退学者に

対して誤って還付した理由を説明するととも

に、過大還付した20,000円を返納していただ

くよう依頼し、返納を受けた。これを受け、

学校長はさらに他の退学生の還付額について

も再調査したが、同様の誤りはなかったとの

ことであった。 

 還付計算は非定形・非経常的なものである

【岐阜工業高等学校】 

学校徴収金等にかかる退学者への還付金に

ついては、決裁ルートに複数の職員を加え、

厳重にチェックを行うこととし、適正な事務

処理に努めています。 



ため、より慎重に計算するとともに、決裁者

のチェックも深度あるものとすることが必要

である。 

P.152 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ⑤会計事務引継書の正確性】 

 岐阜高等学校における「岐阜県立岐阜高等

学校学校徴収金事務取扱要領」第15条におい

て、会計担当者の異動があった場合において

は、会計事務引継書を作成のうえ、速やかに

後任者に引き継ぎを行わなければならない旨

が規定されている。 

 岐阜高等学校22年度生学年諸費会計におい

て、通帳残高及び出納簿では残高は1,070,01

9円であったが、会計事務引継書には1,037,9

68円と記載されていた。当該差異理由は、平

成21年度生3名分（留学等をしたため、平成2

1年度入学生ではあるが、学年は平成22年度

生と同学年の生徒）を別で管理していたた

め、平成22年度生のみの残高を会計事務引継

に記載していたとのことであった。会計事務

引継書を作成する目的は、年度末時点での預

金残高と出納簿残高の一致を確認するととも

に、後任の会計担当者に適切に預金残高、及

びその事務を引き継ぐことである。会計事務

引継書には、通帳残高及び、出納簿の残高を

適切に記入し、根拠資料を示したうえ、引継

人から引受人へ事務を引き継ぐことが必要で

ある。 

【岐阜高等学校】 

平成24年度末の会計事務引継ぎは、通帳残

高及び出納簿の残高の記入と、根拠資料の明

示により、適正に実施しました。 

 今後とも、適正な事務処理に努めます。 

P.152 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ⑥会計証憑の管理不足】 

 岐阜県立高等学校における学校徴収金事務

取扱要領には、いずれの学校においても以下

の趣旨の条文が存在している。 

 「収入・支出に係る事務は文書により起案

し、事案ごとに適切な者による決裁を受ける

ことを原則とする。」 

 当該文書には、収入・支出の根拠となる証

憑を添付する必要があり、作成・承認された

文書は会計調書として一定期間保存される必

【大垣桜高等学校】 

未整理となっていた「生徒への各種返戻金

受領書」については、学校側で受領日付印を

押印し、該当する支出金調書に添付しまし

た。 

 受領日付けについては、相手方へ記載を求

め、それにより難い場合には、受領日付印の

押印を徹底しています。 



要がある。 

 大垣桜高等学校において2年生学年会計調

書ファイルを閲覧したところ、生徒への各種

返戻金（未利用のバス代・傷害保険料等）の

受領書が、支出金調書に添付されず未整理で

あり、受領日付が記載されていないものが存

在した。 

 支出の相手方から入手した受領書は、支出

の事実を裏付ける最も有力な証拠であり、例

外なく支出金調書に添付する必要がある。支

出金調書と分離された保管では、受領書の紛

失リスクが高く、さらに、事後的な検証の場

などにおいて、担当者以外の者にはいずれの

支出に対する受領書であるのか判別すること

が困難となる。 

 また、受領日付のない領収書は、仮に返金

を巡った紛争が発生した際の対抗力が十分で

はない。相手方が記載を忘れていた場合は、

追記を求めることが最善ではあるが、それが

難しい場合は学校側で受領日付印を押すなど

して、その入手日を明確にする必要がある。 

P.154 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ⑧支出金調書添付の領収書等への

検査】 

 高等学校及び特別支援学校における学校徴

収金に係る会計では、岐阜県会計規則に規定

されている事務手続きに準拠した事務処理を

行っている。ほぼすべての収支について契約

金額は百万円以下であるため、根拠として契

約の相手方から入手した納品書や請求書に検

査の署名等を行うことにより対応している。 

 大垣桜高等学校及び可茂特別支援学校で

は、科によっては納品書へは検査の署名等を

行うが領収書へは行わない、という認識で運

用がなされていた。ただし、検査の署名等が

確認できなかった領収書はおよそ立替払に係

るものであり、監査上確認した限りにおいて

はこの手続に問題は存在しなかった。 

 しかしながら、現場によっては、立替払に

【大垣桜高等学校、可茂特別支援学校】 

 立替払における領収書への検査手続が不要

であることを、各部門の代表職員により校内

の管理運営を審議する企画委員会及び、職員

会議等において周知徹底しました。 



おいて領収書への検査手続が不要との認識は

なく、立替払に係る領収書への検査を行って

いるものがあった。したがって、業務の効率

性の観点から当該検査手続について、現場で

の周知徹底を行うべきである。 

P.155 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ⑩利息収入】 

 大垣桜高等学校には、各科の実習費会計か

らの振替で、生徒が被服製作技術検定や食物

調理技術検定等を受験する際の検定料等を一

時的にプールし、当該検定を取りまとめてい

る学校（専門課程のある高等学校が毎年持ち

回りで取りまとめを行っている。）へ支払う

ための素通り会計が存在する。専用の銀行口

座も存在しているが、毎年振替額と支出額が

一致しているため、学校側に会計としての認

識はなく、決算報告は行っていない。 

 しかしながら、期中に一時的に資金がプー

ルされることから預金利息が発生しており、

数十年の時を経て、現在5,000円程度の残高

があるものの、決算報告を行っていないた

め、簿外資産となっている。 

 上記の口座に振り替えられ、検定料として

支払われる資金は、もともとは学校徴収金の

一部であり、当該資金によって発生した利息

収入は、本来学校徴収金を負担している生徒

に還元されるべきである。今後も毎年数十円

の利息収入が発生すると考えられることか

ら、適切な収支決算報告を行い、生徒会や育

友会へ寄付する等して、残高を適切に処理す

るべきである。 

【大垣桜高等学校】 

平成24年度決算報告において、発生した預

金利息を含め収支決算報告を行い、その預金

利息については「家庭クラブ会計」に入金す

ることの了承を得て整理しました。 

P.156 【学校徴収金及び団体徴収金の適正かつ効率

的な執行 ⑬印鑑と通帳の分別管理】 

 「岐阜県立可茂特別支援学校学校徴収金事

務取扱要領」第11条には以下の定めがある。 

第2項 預貯金通帳は、事務長以外の教職員

   が管理するものとする。 

第3項 預貯金口座の登録印鑑は、公印とは

   別に作成し、事務長が管理するもの 

【可茂特別支援学校】 

平成25年3月以降、預貯金通帳の保管金庫

の鍵は別の担当者が保管し、印鑑の保管金庫

の鍵とは別に管理する体制としました。 



   とする。 

 「学校徴収金チェック表」には、印鑑管理

者として事務長の名前が記載されており、預

貯金通帳の管理者には、それとは別の担当者

の名前が記載されている。 

 しかし、印鑑が保管されている金庫と、通

帳が保管されている金庫は別のものとなって

いるが、両金庫の鍵は同じキーリングについ

ており、事務長が一括して保管している。 

 現状の管理では、印鑑管理者も通帳管理者

も実質的には事務長であると考えられる。印

鑑と通帳管理者を分けるべきであると定めた

意図は、口座及びその資金の不正利用防止の

ためであるため、通帳が保管されている金庫

の鍵は別の担当者が保管することにより、そ

の目的達成に資する必要がある。 

P.160 【学校徴収金等チェック表の記載及び利用方

法 ①決算額欄への記載方法】 

 「学校徴収金等チェック表」の留意事項②

の区分においては、会計毎で平成23年度予算

額及び決算額の数値を記入することとしてい

る。ただし、決算額について収入面の決算額

であるのか支出面での決算額であるのか記載

要領から判断できないため、往査した学校に

よってある学校では収入面の決算額をある学

校では支出面での決算額を記入するなど、記

載内容に不整合がみられた。 

 統一した記載がなされるよう、記載要領の

見直しや、学校関係者への周知徹底が求めら

れる。 

【教育財務課】 

平成25年3月27日付けで「公費・私費負担

区分等ガイドライン」を策定し各課、各校へ

通知したところですが、当該ガイドラインに

おいて、これまでの「学校徴収金」を、保護

者の方々から一時学校でお預かりし清算する

ものとして「学校預り金」に名称改正しまし

た。 

 「学校徴収金等チェック表」についても、

指摘のあった決算額欄の記載方法も含めて総

合的に見直した「学校諸費状況報告書」に様

式を改正し、平成25年8月1日に各学校へ通知

しました。 

P.160 【学校徴収金等チェック表の記載及び利用方

法 ②PTA(育友会)会計の記載漏れ】 

 多治見工業高等学校において「入会金積立

会計」「整備促進積立金会計」「部活動積立

金会計」が、岐阜高等学校において「PTA財

源調整基金積立金会計」「創立140周年記念

事業基金積立金会計」「空調設備基金積立金

会計」「部活動遠征費基金積立金会計」が、

大垣桜高等学校において「同窓会会計」が、

【教育財務課】 

各県立学校における職員が携わる私費会計

の全ての状況について把握するための報告で

ある調査趣旨を徹底し、指摘のあった各校の

それぞれの会計も含めて、平成25年度の報告

から全校の対象会計の全ての報告を受けまし

た。 



「PTA（育友会）会計・部活動後援会会計チ

ェック表」に記載されていなかった。 

 留意事項にはPTA（育友会）会計のすべて

の会計名を記載する旨が記載されているの

で、上記高等学校はすべてのPTA（育友会）

会計について報告する必要がある。 

 

第３．県立高等学校及び特別支援学校の支出事務等に関する事項 

監査結果

報告書掲

載ページ 

結果の内容 左記に基づき講じた措置 

P.179 【入札の見積もりの精度】 

 積算額には、価格の上昇見込みや過去実績

を踏まえることが必要である。しかし、当該

事例では過去の実績結果を把握・集計してい

るものの過去の実績結果を踏まえることな

く、過去の積算額をそのまま使用していた。

毎年実施される入札において、前年度の積算

額と最低入札額との乖離率が一定以上生じた

場合には、過去の積算方法の見直しを行う等

のルールを作る必要がある。 

【岐阜農林高等学校】 

平成25年度においては、過去5年間の月別

実績と当時の市場価格変動等社会情勢を比較

検討し、入札予定価格の積算を行いました。 

 平成25年度の契約においては、契約額と見

積額との乖離は縮小され、積算の精度が高め

られた結果となりました。今後も、市場の動

向、実績等を踏まえた適切な予定価格の積算

に努めます。 

P.181 【特殊勤務手当の支給間違い】 

 特殊勤務手当の支払に関して、中津高等学

校で、一件支給誤りが発見された。それは、

東海高等学校体育連盟が主催する陸上の大会

について、第6号（対外運動競技等指導手

当）『上記、キに該当』で支払われるべきと

ころ、第7号（部活動指導手当）『上記、ク

に該当』で支給されていた。 

 東海高等学校体育連盟が主催する陸上の大

会への帯同も、岐阜県が主催する大会への帯

同と同様に第6号手当を支給すべきであり、

第7号手当で支給されるのは誤りである。 

 今回のケースは、担当者の認識であり、支

給される手当の要件について、周知・徹底を

図ることが必要である。 

 また、当該特殊勤務手当が支給されるまで

に、特殊勤務実績簿において、上長のチェッ

クがなされ、給与システムに登録する際にも

上長のチェックがなされているが、今回の間

【中津高等学校】 

決裁時において、決裁権者が支給要件と実

績簿を確認しやすいように支給要件一覧表を

添付し、チェック機能の向上に努めていま

す。 



違いが発見されなかったことは、相互牽制機

能が十分に機能していなかったと言わざるを

えない。したがって、今後、上長がチェック

を行う際には、相互牽制の一層の強化を図る

ためにも慎重に内容確認を行うべきである。 

 

第４．県立高等学校及び特別支援学校の物品管理に関する事項 

監査結果

報告書掲

載ページ 

結果の内容 左記に基づき講じた措置 

P.192 【現物実査の方法 ②現物実査担当者の不適

切性】 

 物品の現物実査実施要領によれば、出納員

は現物実査担当者及び現場補助者を指定する

こととなっている。一方、本校※では出納員

が自ら現物実査担当者となり、かつ｢現物実

査結果報告書」を作成している。これによ

り、「年度現物実査の結果について(報告)」

の正確性及び信頼性が担保されていない。 

 出納員は報告書を作成することとなるた

め、現物実査実施要領に従い、出納員が実査

担当をすべきではなく、実査担当者と報告書

作成者は別々の者が担当すべきである。 

（※本校：岐阜商業高等学校） 

【岐阜商業高等学校】 

平成24年度からは、現物実査担当者は全て

出納員以外の者（事務長補佐、主査、教員）

で実施しており、今後とも適正な実査を行い

ます。 

P.193 【現物実査の方法 ④書類保管の不適切性】 

 年に一度の定期的な現物実査は実施されて

いた。しかし、現物実査を実施した際にチェ

ックした書類がすべて事務局に提出されるこ

となく、見つからなかった資産等の結果報告

のみ提出されていた、もしくは、チェックし

た物品一覧表は出納員に提出されていたもの

の、出納員の補助担当者の異動等の要因が重

なり、チェック済み物品一覧表の保管がなさ

れていなかった。その結果、残っていた書類

は、チェックの際に見つからなかった資産等

の結果報告書のみであり、現物実査の実施過

程を確認できなかった。物品の現物実査実施

要領の第10「書類の保管」によれば、現物実

査により作成する書類は、物品帳簿とともに

保管することとされている。 

【岐阜農林高等学校】 

 平成24年度及び平成25年度の現物実査にあ

たっては、関係書類の適切な保管を行ってい

ます。 

 

【多治見工業高等学校、大垣特別支援学校】 

 平成25年度の現物実査より、関係書類の適

切な保管を徹底しています。 



 よって、現物実査が適正に行われているこ

とを確認するためや、次年度以降、実査担当

者が変更になった場合の効率的な実施に役立

てるために、適当な期間をおいて関係書類は

保管する必要がある。 

P.193 【現物実査の方法 ⑤網羅性未担保の現物実

査】 

 年に一度の定期的な現物実査は実施されて

いた。しかし、物品一覧表から現物をあたる

方法でのみ現物実査が実施されているため、

実際にある現物が物品一覧表に必ず計上され

ているかについては検討されていない。その

ため、｢年度現物実査の結果について(報告)｣

において、不突合原因の｢2.物品一覧表への

登録漏れ｣がゼロとなっているが、当該方法

による現物実査では確かめることができない

はずである。よって、結果的に先に提出して

いる報告書の正確さを欠いているおそれがあ

る。物品一覧表から現物をあたる方法でのみ

ではなく、現物から物品一覧表をあたる方法

についても取り入れる必要がある。 

【東濃フロンティア高等学校】 

平成25年度の現物実査より、会計規則及び

現物実査実施要領などの規定に従い、現物か

ら物品一覧表をあたる方法も実施するよう改

めました。今後も適正な物品管理に努めま

す。 

P.193 【現物実査の方法 ⑥現物実査作業シートの

統一】 

 「物品管理のため岐阜県会計規則第92条の

3の規程に基づき、管理する物品と物品台帳

簿との照合を行うこと（以下「現物実

査」）」を「物品の現物実査実施要領」第1

で定めているが、詳細な現物実査の方法につ

いて取り決めがないため、使用している作業

シート（物品一覧表を独自に加工したシー

ト）の様式が現場担当者の創意工夫により担

当者ごとに様々な様式となっており、様式が

統一されていなかった。 

 学校内で独自のルールのもと、創意工夫を

行い「現物実査」をすることは望ましいが、

現時点では担当者ごとの創意工夫に留まって

いるため、事後的には、担当者以外の人が確

認しにくい状況であった。そこで、「現物実

査」について事務の効率化及び事後的な検証

【郡上高等学校】 

平成25年度の現物実査から様式を統一し、

実査担当者への説明会を開催し実査を行いま

した。今後とも適正な物品管理に努めます。 



のために、学校内で「現物実査」の様式を統

一し、「現物実査」を実施すべきである。 

P.195 【図書の貸出期間等 ①異動教職員への図書

貸出】 

 未返却の図書（貸出日から1年以上超過し

たもの）が岐阜商業高等学校では35冊、岐阜

農林高等学校では55冊あり、貸出先の大半が

教職員であった。これは教職員の異動により

追跡が困難で返却が滞っていることを原因と

するが、県費で購入している以上、返却義務

がある。 

 図書の返却を義務付けるために、教職員の

異動の際は、学校長は図書管理担当者に教職

員の異動に関する情報が適時に伝わり、返却

を教職員に促す仕組み作りが必要である。 

【学校支援課】 

 高等学校教育研究会図書館部会総会（6

月）を通じて、図書主任等により適切な学校

図書館の運用を行うよう注意を促しました。 

 

【岐阜商業高等学校】 

 35冊の未返却図書については、平成24年度

内に該当職員等に返却の要請を行い、全て処

理を終了しました。今後は教職員の異動に伴

う図書返却の遅延を防止するため、校長は異

動の公表時に図書主任及び図書館司書にその

情報を伝達し、該当者の貸出確認・返却要請

を指示することとし、平成25年3月から実施

しています。さらに、異動の有無に関わら

ず、返却をはじめとする図書館利用マナーの

徹底を今後の重点目標とするとともに、「未

返却防止マニュアル」を作成し、月に１度の

貸出確認、返却指示を実施しています。 

 

【岐阜農林高等学校】 

 包括外部監査時点で55冊あった未返却図書

について、その後、督促等の結果、全て図書

室に返却されました。今後は、毎年度2月を

返却強調月間とし、生徒に対しては直接又は

担任等を通じ、教職員に対しては朝会や職員

会議等の機会を利用して返却の督促を徹底し

ます。特に、卒業生に対しては卒業前まで

に、異動教職員に対しては、年度末までに必

ず返却するように強く督促することによっ

て、未返却図書が生じないようにします。 

P.195 【図書の貸出期間等 ②長期に渡る図書貸

出】 

 長期に渡る未返却の図書(飛驒高山高等学

校：貸出日から最長で1,400日以上超過した

もの、郡上高等学校：貸出日から1ヶ月以上

の延長貸出29人、最長期間756日)があり、教

職員への貸出図書もあれば、すでに卒業した

【学校支援課】 

 高等学校教育研究会図書館部会総会（6

月）を通じて、図書主任等により適切な学校

図書館の運用を行うよう注意を促しました。 

  

【郡上高等学校】 

 督促を強化し、長期貸出については平成25



生徒への貸出図書も存在した。2年以上とい

う貸出期間は異常であり、一部の長期借り受

け者については、担任とともに面談など返却

のための方策を実施していたものの長期に渡

り貸出となっている。 

 そこで実効性がない場合には、学校長等の

協力を得て、面談等を通じて返却する等の方

策も検討すべきである。 

 

年4月には解消しています。1カ月貸出の場合

は、毎月担任の協力を得て督促しています。

さらに、返却しない場合は、図書主任が呼び

出し面談を行い返却させています。 

  

【飛驒高山高等学校】 

 長期間返却のない図書については督促を強

化し、長期未返済者に対し面談を実施しまし

た。その結果、平成24年度中に長期間未返却

の図書は全て返却が完了しました。今後は早

期に督促し適正な図書管理に努めます。 

P.195 【備品整理票の貼付不備】 

 多治見工業高等学校では、電力応用実習室

の備品において、備品整理票の貼付漏れが散

見された。さらに備品整理票の貼付漏れが、

｢年度現物実査の結果について(報告)｣におい

て挙げられることなく、その後も貼付されな

い状態が監査時まで続いていた。 

 郡上高等学校では平成23年度の現物実査の

結果、備品整理票の貼付漏れが49件あった。

現場視察の結果、これ以外にも現在使用され

ている備品整理票ではなく、古い整理票しか

貼付されていないものも散見された。 

 大垣特別支援学校ではE305、E306室等で備

品整理票の貼付漏れが散見された。 

 県の備品を適切に管理する目的で備品整理

票を貼付しているため、備品整理票の貼付漏

れや新しい備品整理票が貼ってないものが発

見された場合には放置せず、発見時に速やか

に貼付することが必要である。また、備品整

理票の貼付場所にバラつきがあり、現物実査

時に備品整理票の確認に時間を要することと

推測される。備品整理票の貼付場所について

は、ルールを設けて統一すべきである。 

【郡上高等学校】 

 備品整理票が貼付されていない備品につい

て、平成24年度中に貼付しました。平成25年

度当初に備品整理票の添付場所についてルー

ルを定め、現物実査時において実査担当者へ

周知を図りました。 

 

【多治見工業高等学校】 

 備品整理票の貼付漏れは、平成24年度内に

貼付し、的確にその報告をしました。また、

平成25年度においても同様に対応し、適正に

現物実査を実施しました。  

 

【大垣特別支援学校】 

 指摘の備品については、備品整理票を貼付

しました。 

  また、今後の現物実査において、備品整理

票の剥落が発見された場合には、直ちに貼付

するようにします。平成25年度の現物実査に

おいては、備品整理票が貼付されていないと

いう事例はありませんでした。 

P.205 【USBメモリのパスワード管理】 

 USBメモリは、教職員個人に貸与されてい

るものであり、その中には所有者の権限によ

り知り得る様々な情報が保存されている。当

該情報は、県もしくは学校のシステム内に存

【教育研修課】 

 各所属では、私物USBメモリの禁止や所属US

Bメモリの台帳管理の徹底について、情報セ

キュリティチェックシートにより毎月確実に

点検を行うことになっています。さらに岐阜



在されていればユーザーアカウント及びそれ

に対応するパスワードにより漏えいが防止さ

れているものであるが、パスワード管理され

ていないUSBメモリに移された場合、そのセ

キュリティは皆無となってしまい、情報漏洩

リスクが非常に高まる。 

 また、USBメモリは持ち運びが容易である

がために、紛失の可能性も高い。実際に、過

去に岐阜県内の学校で、生徒の成績等個人情

報の入ったUSBメモリが紛失する事故も発生

している。 

 したがって、USBメモリ管理の第一段階と

して、USBメモリのパスワードを設定管理す

ることは、ひとりのユーザーを守るだけでな

く、学校全体の情報セキュリティ確保のため

に不可欠なものである。USBメモリにも必ず

パスワードを設定する旨の取扱要領を作成し

たり、「情報セキュリティチェックシート」

のチェック項目にUSBメモリへのパスワード

設定の確認を含めたりすること等により、学

校としてUSBメモリにパスワードが適切に付

されているかどうかを確認する体制を整える

べきである。 

 さらに、USBメモリ管理の第二段階とし

て、設定したパスワードを定期的に変更する

ことが必要となる。 

県情報セキュリティポリシー遵守を担当して

いる県総合企画部情報企画課と連携し、情報

セキュリティチェックシートのチェック項目

をUSBメモリのパスワードを設定しているか

どうか、また定期的にパスワードを変更して

いるかどうかを確認できる項目へ変更し、点

検することとしました。 

 また、平成25年度に開催した県立学校情報

化推進担当者研修において、特にUSBメモリ

の使用方法を取り上げ、私物USBメモリの禁

止や、管理台帳による持出状況の管理を講ず

るとともに、パスワード運用状況を把握する

よう指導の徹底を図りました。 

P.208 【情報セキュリティチェック ①多治見工業

高等学校】 

 多治見工業高等学校において、情報セキュ

リティチェックシートに署名日付が記入され

ていないものがあった。情報セキュリティチ

ェックシートの毎月の提出状況の検証のた

め、情報セキュリティチェックシートには、

必ず署名日付を記入すべきである。 

【多治見工業高等学校】 

情報セキュリティチェックについては、毎

月初日において、全職員に対して、システム

によるチェックシートの記入を依頼してお

り、県のシステムの使えない教員について

は、紙により配布・回収をし、その結果を集

計・報告をしておりましたが、平成25年度か

らは、その提出状況等の確実かつ正確な把握

のため、シートの様式を変更して、提出した

日付を記入させることとし、適正確実なセキ

ュリティチェックを行うこととしました。 

P.208 【情報セキュリティチェック ②益田清風高

等学校、飛驒高山高等学校】 

【益田清風高等学校】 

全職員に対して毎月実施しているセキュリ



 益田清風高等学校では、チェックシートの

回答のうち、重要な情報についてバックアッ

プを作成していないという情報セキュリティ

の遵守に問題ある回答があったにも関わら

ず、監査対象期間において改善が見られなか

った。 

 飛驒高山高等学校では、チェックシートの

回答の内に問題がある回答があった場合、そ

のフォローが実施されているかが不明であっ

た。また、回答の中には全てのチェック項目

に安易に「はい」と回答しているケースも見

受けられた。 

 上記2校は、情報セキュリティチェックシ

ートを活用した情報セキュリティの遵守が図

られているとは言えない状況である。そのた

め、回答を全ての対象者から回収をし、問題

の有無を把握してチェック状況に漏れや問題

がないか確認し、問題がある場合には、改善

が確認できるまでフォローする必要がある。 

ティチェックにおいて、不適切な事例があっ

たとの回答があった職員へは是正依頼を行っ

ています。業務ファイルのバックアップは、

所属フォルダへ行うよう依頼し、バックアッ

プを完了しました。 

 

【飛驒高山高等学校】 

全員からチェックシートの回収を行い、問

題がある場合の回答についても、原因等を調

査し改善を実施しました。 

 

P.209 【情報セキュリティチェック ③岐阜農林高

等学校】 

 岐阜農林高等学校では、書類で確認できる

範囲においては、平成23年度は毎月全職員に

対して情報セキュリティチェックシートによ

るチェックを行っており、また、県庁※へも

報告をしていた。しかし、平成24年度に入っ

てからは、担当者の異動等もあって、平成24

年7月からしか情報セキュリティチェックシ

ートによるチェックを実施しておらず、さら

に全件回答を回収していない状況であった

（ただし、RENTAIシステムにつながっている

パソコンを使用している職員は、平成24年度

当初からWEB上で実施している）。 

 十分な回答の回収を行っておらず、当チェ

ックシートの目的である岐阜県情報セキュリ

ティポリシー（情報資産に対する情報セキュ

リティ対策について、総合的、体系的かつ具

体的に取りまとめたもの）の遵守が出来てい

るとはいえない。 

【岐阜農林高等学校】 

情報セキュリティチェックの実施について

は、毎月はじめの職員朝会等において、全職

員に対して周知徹底するとともに、紙媒体で

実施している職員からは、チェックシートの

回収についても徹底して行っています。 

 



 岐阜県情報セキュリティポリシーを遵守す

るため、今後徹底した対応が必要である。 

（※県庁：総合企画部情報企画課） 

P.209 【情報関連機器の管理 ①可茂特別支援学

校】 

 可茂特別支援学校では、USBメモリ等の記

憶装置は、所定の管理者が現物管理し、全て

に管理番号が付され台帳管理している。教職

員が持ち出す際は、管理者に申請し、持出票

に持出期間や目的を記載して返還時に所属長

の確認印を押印する手続をとる必要がある。 

 持出票を閲覧したところ、1ヶ月間継続し

て持ち出して、月末時に一旦返還し現物を確

認しているケースがあった。持出期間は実際

に使用する期間のみとすべきである。また、

持出票上に所属長の確認印のないケースも散

見された。 

 所属長は所定の手続として返還時には漏れ

なく確認印を押印すべきである。 

【可茂特別支援学校】 

USBメモリについては、使用する期間のみ

の貸出しを徹底するとともに、職員全体の危

機管理意識の向上を図るよう平成25年6月開

催の職員会議以降は、職員会議の都度情報管

理に言及していくこととしました。 

P.209 【情報関連機器の管理 ②益田清風高等学

校】 

 益田清風高等学校では、職員室のパソコン

専用保管ロッカーに管理者不明のパソコン

（以下、「不明PC」という。）が1台あっ

た。通常、PCの管理は重要な物品であるた

め、校内LANに接続されたパソコンはPC一覧

表において管理されるが、不明PCはPC一覧表

にも記載されず、保管されていた。 

 不明PCは、過去の教職員（10年以前に容体

が急変し亡くなられた方）の個人用パソコン

が処理されないまま保管されていたものであ

った。当該不明PCには、生徒の個人情報も削

除されずに保管されていた。情報セキュリテ

ィの観点からも、全てのパソコンを管理する

体制が必要である。管理者不明のパソコンは

放置せず、適切な管理（LAN接続の有無に関

わらず学校保管のパソコンの台帳管理）が必

要である。 

【益田清風高等学校】 

当該パソコンについては、業務内容の削除

を行い、平成24年9月に当該教職員家族へ返

却しました。また、所属職員に対しては、

「岐阜県情報セキュリティ基本方針」「岐阜

県情報セキュリティ対策基準」に従い、適正

管理を徹底しています。 

 

P.211 【情報関連機器の管理 ④大垣特別支援学 【大垣特別支援学校】 



校】 

 大垣特別支援学校では、一部の校務用USB

は、支出負担行為兼支出金調書により決裁及

び支出がなされ、購入されていたが、「USB

メモリ管理台帳」が作成されておらず、少額

物品として管理外資産とされていた。また、

個々の管理番号も付されていなかった。この

ため、外部に持ち出されていても把握が不可

能な状況である。 

 個人情報保護及び情報漏洩防止の観点か

ら、校務用USBについては厳しい管理が必要

であるため、「USBメモリ管理台帳」を作成

することとなっている（外部記録媒体の管理

及び利用に関する要領第5条）。しかし、適

切な管理方法を構築してもそれを周知徹底

し、正確に運用しなければ、管理の目的を達

成することはできない。 

 また、本件のようなUSBメモリ管理台帳へ

の登録漏れを防止するため、情報セキュリテ

ィチェックシートによる自己点検が導入され

ている（岐阜県情報セキュリティ基本方針第

7条）が、このチェックも有効に機能してい

たとはいえない。 

 このほかに、パソコンや端末等の情報資産

を外部に持ち出す際には、「パソコン・端末

等情報資産の持出に関する申請・承認簿」に

持出期間や持ち出す媒体名等を記載する必要

があるが、USBメモリの管理番号の記載が行

われていないため、どのUSBを持ち出したか

は、把握困難な状況となっている。 

 岐阜県の情報セキュリティポリシーに違反

した状態となっており、早急に「USBメモリ

管理台帳」を作成し、また、個々のUSBに管

理番号を貼付し、管理すべきである。 

「パソコン等の持出／持込・使用に関する

申請・許可記録簿」は適正な様式に改め、

「USBメモリ管理台帳」「USBメモリ及びその

他の外部記録媒体の貸与記録簿」「情報資産

廃棄記録簿」については平成24年4月１日に

遡り整備しました。 

 

P.211 【個人所有のパソコンの使用】 

 大垣特別支援学校においては、個人所有の

パソコンを1台校務に利用している。これ

は、職業教育の一環で、フォトショップやイ

ラストレーターという特別なソフトウエアが

【教育研修課】 

平成25年度から、より機能的に許可申請が

できるよう、｢岐阜県情報セキュリティポリ

シーに関する例外措置の許可申請｣のフロー

に基づく申請時期を早めました。 



必要であるが、貸与されている校務パソコン

では機能的・性能的に対応できないためであ

る。 

 大垣特別支援学校においては、使用許可に

関する申請書は、平成24年4月18日に情報企

画課に対して提出している。職業教育の一環

で使用していることから、事前に当該パソコ

ンが必要であることは想定できたと考えられ

るが、使用許可申請書の提出日が申請期間

（平成24年4月2日～平成25年3月29日）の開

始日の後となっており、事後申請となってい

た。 

 これは、教育研修課情報化推進係からの各

高校に対する｢岐阜県情報セキュリティポリ

シーに関する例外措置の許可申請｣に関する

照会が平成24年4月2日付けで行われており、

照会を受けてから各高校が例外措置許可申請

書の提出を行う必要があることから、事後申

請になったものである。また、実際に情報企

画課より例外措置の許可の通知を受けたの

が、平成24年5月15日であったため、平成24

年4月2日から許可を得るまでの期間、使用で

きないこととなる。しかし、本校は職業教育

の一環で必要であることから、許可通知を受

ける前から使用していた。 

 上記学校の現状に鑑みると、｢岐阜県情報

セキュリティポリシーに関する例外措置の許

可申請｣のフローに従って、申請を行い、承

認を行うことによって、今後も情報セキュリ

ティポリシーに反することが予想され、情報

セキュリティポリシーの実効性が損なわれる

結果となる。 

 このことから、より機動的に例外措置の許

可ができるよう、｢岐阜県情報セキュリティ

ポリシーに関する例外措置の許可申請｣のフ

ローを見直すべきである。 

 前年度の3月中に各学校へ例外措置許可申

請に関する照会を行い、4月第1週中に県総合

企画部情報企画課へ一覧表で提出すること

で、4月第2週までに各学校へ許可通知を発出

するように改めました。  

 

 

（注）上記表中「監査結果報告書掲載ページ」及び「本校」等に係る注釈については、監査委員により加筆 


